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第１ はじめに

１ 募集要項の位置付け

この募集要項は、廿日市市下水道事業（以下「市」という。）が民間提案制度により事業を実施す

る事業者を選定するために必要な事項を定めたものです。

２ 民間提案制度の概要

廿日市市における選抜・交渉型の民間提案制度は、令和２年１０月に『まちづくり・環境・福祉・

産業・教育・行財政運営などすべての行政分野』を対象に募集し、提案内容の一部を採択し、協議調

整を進めているところです。

市においては、下水道施設の戦略的な新規整備、維持管理・更新等に取り組むことにより、中長期

的なトータルコストを縮減することが求められているところです。

このようなことから、現在策定を進めている下水道事業経営戦略においても、将来にわたり下水道

サービスを安定的に継続しつつ、中長期的な効率化・経営健全化の取組を推進することにより、経営

基盤を計画的に強化することとしています。

この民間提案制度は、民間事業者の主体的な発意により、良好な下水道サービスの実現、業務の効

率化やコスト縮減などが見込まれる提案を、随意契約を前提として公募する制度です。

採択された提案は、その内容を市と民間事業者で詳細協議を経た後、契約締結を行い事業化します。

第２ 提案の募集

１ 提案募集の対象

(1) 対象となる提案

市の中長期的な事業運営に関し、次の条件をすべて満たす提案が対象です。

ア 事業運営の効率性向上、コスト縮減が期待される提案

イ 独自の発想や工夫に基づく付加価値があり、随意契約が可能な提案

ウ 下水道施設の資産の有効活用等、情報通信技術の活用、新技術の活用などの提案

エ 民間主導による、原則として市に新たな財政負担や大きな業務負担を生じさせない提案（ただ

し、数年後に投資回収できる見込みが立つ提案や、行政の補助が入ることで、官民連携プロジェ

クトのその後のリターンが非常に大きくなることが見込まれる提案は受け付けます。）

(2) 対象とならない提案

ア 単なる事業廃止や価格引き下げのみの提案

イ 現に市が主体的に改善等を行おうとしている事業等に対する提案

ウ 市や第三者が企画を実現することを求めるだけの提案
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エ 公民連携手法を導入済みまたは導入予定の事業等で、単に事業実施者となろうとするのみの提

案

オ 法令や市の方針等により市が直接実施する事業等に対する提案

２ 参加資格要件

(1) 参加者の定義

民間提案に参加できる者（以下「参加者」という。）は、企業等の民間事業者、大学等の研究機

関、NPO法人等の市民活動団体など自ら事業提案を行う団体とし、個人からの提案は受け付けませ

ん。グループで参加する場合は、参加表明時に１者を代表者として選出した上で、参加者の構成を

すべて明らかにし、各々の役割分担を明確にしてください。その場合は代表者がグループを代表し

て参加手続きを行うものとします。

(2) 参加資格要件

参加者は、次の要件をすべて満たす者とします。

ア 提案内容を安定的かつ確実に実施できる者であること。

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。

ウ 消費税、地方消費税及び廿日市市税等を滞納している者でないこと。

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続きの開始の申し立又は民事再生法

（昭和１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申し立てがなされていこと。

オ 銀行取引停止処分を受けていないこと。

カ 政治団体（政治資金規正法第３条の規定によるもの）及び宗教団体（宗教法人法第２条の規定

によるもの）でないこと。

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員が経営する法人若しくは暴力団員が実質的に経

営を支配する法人若しくはこれらに準ずる者でないこと。

ク 廿日市市の指名除外を受けていないこと。

ケ その他、市長が不適当と認める者でないこと。
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３ 手続きの概要

(1) 手続きフロー

手続き 民間事業者 廿日市市

①
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細

協
議

④
事
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化

公募

対話申込

対話等

審査提案書の提出

審査結果受理 審査結果の通知・公表

詳細協議のための協定締結

詳細協議

協議成立

（予算措置・議決）

契約締結（随意契約）

事業等の実施

実施状況の確認
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(2) 公募スケジュール

内容 日程

募集要項等の公表 令和３年６月２５日（金）

対話の受付期間
令和３年６月２５日（金）から

令和３年７月１６日（金）まで

対話の実施期間
令和３年７月１日（木）から

令和３年７月２３日（金）まで

提案書の受付期間
令和３年７月２６日（月）から

令和３年８月１０日（火）まで

提案審査 令和３年８月中旬

審査結果の通知、公表 令和３年８月下旬以降

協定書の締結、詳細協議開始 令和３年９月

契約の締結 詳細協議が整った後

(3) 各種様式

本制度にかかる様式等は、廿日市市のホームページからダウンロードしてください。

４ 対話の実施

(1) 概要

提案を検討している者と意思疎通を図ることで、具体的な提案内容の検討や、市の方針により近

い提案をしてもらうことを目的として、次のとおり対話を実施します。

(2) 受付期間

令和３年６月２５日（金）から令和３年７月１６日（金）まで

(3) 実施期間

令和３年７月１日（木）から令和３年７月２３日（金）まで

(4) 申込み方法

ア 別紙「様式１ 対話参加申込書」に必要事項を記入の上、「第４ 受付窓口」にメールで提出し

てください。

イ メールの件名は、「【下水道事業民間提案制度】対話申込み 〇〇〇（事業者名）」としてくださ

い。

(5) 留意事項

ア 対話においては、市に提案書を提出する必要はありません。

イ 対話は市と参加者で個別に非公開で行います。対話参加者のアイデア及びノウハウは保護の上、

厳重に管理します。

ウ 対話において、市が主体的にアイデアを出すことはありません。

エ 対話への参加の有無は提案審査に影響しません。
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オ 申込み件数等の対話の状況を廿日市市のホームページで公表する予定です。なお、事業者名や

対話内容等の情報は公表しません。

(6) 施設等への見学

提案を予定している施設等への見学を希望する場合は、「第４ 受付窓口」にご連絡ください。

５ 提案書の受付

(1) 提出方法

別紙「様式２ 参加申込書兼誓約書（添付書類含む。）」、「様式３ 役員等一覧」及び「様式４

提案書」に必要事項を記入の上、「第４ 受付窓口」に直接持参又は郵送で提出してください。

なお、「提案書」はメールにて Word形式および PDF形式で提出してください。

提出書類

様式２ 参加申込書兼誓約書

（様式２の添付書類）

① 廿日市市税の滞納のない旨の証明書

② 消費税及び地方消費税の納税証明書又は滞納のない旨の証明書

③ 参加者の概要などがわかるもの（パンフレット等 ６部）

様式３ 役員等一覧

様式４ 提案書 （※ Word形式および PDF形式をメールでも提出）

(2) 受付期間

令和３年７月２６日（月）から令和３年８月１０日（火）まで

ア 提案書を持参する場合は、受付期間中の閉庁日を除く午前９時から午後５時まで。

イ 提案書を郵送する場合は、令和３年８月１０日（火）必着とします。封筒に「廿日市市下水道

事業民間提案制度に係る提案書類在中」と記載してください。

(3) 提案書類の取扱い

ア 提案書類の著作権は、参加者に帰属するものとします。

イ 提案書類に係る情報公開請求があった場合には、廿日市市情報公開条例（平成１２年条例第１

号）に基づき、当該参加者の承諾を得ずに提案書類を公開することがありますが、公にすること

により、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認めるに足りる

合理的な理由がある情報は、同条例第７条第３号の規定により非公開とします。

ウ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法

令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事

材料、維持管理方法等を使用した結果生じる責任は、参加者が負うものとします。

エ 提案書類は、民間提案制度にかかる審査以外の目的で使用しません。ただし、次の場合には、

市と参加者の事前協議の上、提案書類の全部又は一部を使用できるものとします。

(ｱ) 選定過程等の説明を目的とする場合

(ｲ) その他、市が公表等を必要と認める場合（選定された提案書類に限ります。）
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オ 提出された書類は返却しません。

６ 提案審査

(1) 参加資格要件審査の内容

提出された書類に基づき、「第２ １ 提案募集の対象」及び「第２ ２ 参加資格要件」に規

定する内容を満たしているかを下水道経営課において書類審査します。双方の要件を満たしている

提案を有効提案とし、審査委員会に諮ります。

(2) 審査委員会による審査

ア 上記「(1) 参加資格要件審査」において有効提案とされた提案内容について、「廿日市市下水

道事業民間提案制度に係る提案審査委員会」において審査し、採否を決定します。

イ 提案の審査にあたっては、必要に応じて、提案者（有効提案を提出した者をいう。以下同じ。）

に対し、提案内容のヒアリング等を実施します。ヒアリングを実施する場合には、詳細を別途通

知します。

ウ 提案の採用は、市との事業化に向けた詳細協議を行うことを決めるもので、事業化を決定する

ものではありません。

エ 事業化に適さないと判断した提案、現時点では実現が困難な提案、民間提案制度によって事業

者を選出することが不適当と判断した提案等を不採用とします。

【審査委員会の構成】

委員長 下水道担当部長

副委員長 下水道経営課長

委員 下水道建設課長

下水道施設担当課長

下水道経営課経営管理係長

※ 提案内容により、委員を追加する場合があります。

(3) 審査項目

審査委員会においては次の項目に着目し、審査を行います。次の項目に１つでも不可がある場

合、提案は採択されません。

項 目 内 容 基 準

１ 独自性 独自の発想や工夫に基づく付加価値があり、知的財産

にするにふさわしい随意契約が可能な提案であるか。
可 ・ 不可

２ 実施効果 市の事業運営の効率性の向上、コスト縮減が期待でき

る提案であるか。
良 ・ 可 ・不可

３ 公益性 単に収益だけを求めるのではなく、下水道サービスの

質の向上に寄与する視点をもった提案であるか。
良 ・ 可 ・不可

４ 実現性 提案内容や収支計画に無理がなく、市に大きな業務負

担のかからない、事業化の実現可能性や継続性が高い

提案であるか。

良 ・ 可 ・不可
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(4) 審査結果の通知・公表

ア 提案審査の結果は、審査後速やかに、提案者に文書で通知します。

イ 提案の件数や提案審査の結果を、廿日市市のホームページで公表します。

ウ 採用された提案については「提案の名称・提案者名・提案概要」を公表します。

(5) その他

審査結果に対する異議の申し立ては一切受け付けません。

７ 判断基準

審査委員会での判断基準は、最高裁の判例（昭６２．３．２０）をよりどころにしています。

  最高裁の判例では、契約をするにあたり、競争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難と

はいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずし

も適当でなく、当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する「資力、信用、技術、経験等を有する相

手方を選定しその者との間で契約の締結する」という方法をとることが、当該契約の性質に照らし又は

その目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につな

がる場合には、「その性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき」に該当するものと解すべき

とされています。

  このことをもって、審査委員会が提案の内容（独自性）実務の実績（信用、資力、技術力）などを有

するかどうかを審査します。

８ 留意事項

(1) 提案にかかるすべての費用は、参加者が負担するものとします。

(2) 提案においては、法令等を遵守してください。

(3) 市が提供する資料や情報等を、本提案への参加以外の目的で使用したことにより生じる責任は、

すべて参加者が負うものとします。



- 8 -

第３ 提案の事業化

１ 事業化に向けた詳細協議

(1) 協定書の締結

ア 市と提案内容が採用された者（以下、「交渉権者」という。）は、提案内容の事業化に向けて、

誠実に協議することについて、協定書を締結します。

イ 協定書の締結までに、交渉権者が参加資格要件を満たさなくなった場合には、協定書を締結し

ないことがあります。

(2) 詳細協議

ア 協定の締結後、市と交渉権者は、提案内容の事業化に向けた詳細協議を実施します。

イ 協議にかかる費用のうち、市に生じた費用は市が、交渉権者に生じた費用は交渉権者が負担す

るものとします。

ウ 協議の結果、合意に至らなかった場合は、提案は事業化されず、協定を解除します。その場合、

交渉権者が協議に要した費用やリスク等について市は責任を負いません。

エ 本制度は解除条件付きの制度であり、交渉権者と協議が設立した場合においても、当該事業に

かかる予算案の議会での不承認や、社会情勢の急変等の事由が生じた場合には、提案は事業化さ

れません。ただし、その事由が解消したときは、交渉権者と協議の上、事業化を図ります。

オ 協議の結果は、廿日市市のホームページで公表します。

カ 協議の成立後、市の事業として立案した書類の著作権は市に帰属し、情報公開請求等があった

場合には、廿日市市情報公開条例第７条第３号の規定により非公開とできる部分を除き、原則公

開します。

２ 契約の締結

(1) 上記「１ 事業化に向けた詳細協議」が成立し、事業の実施にかかる予算を確保した場合には、

市と交渉権者の間で契約を締結します。

(2) 契約の締結までに、交渉権者が参加資格要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないこ

とがあります。

(3) 当該契約の内容が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

条例第６号）に該当する場合は、仮契約を締結し、廿日市市議会の議決を得た場合に本契約となり

ます。

３ 事業の実施・評価

(1) 市は事業が適正に実施されているかを確認するためのモニタリング調査を実施します。その際、

事業者はその調査に協力することとします。

(2) 事業者は、提案内容が適正に実施できているかのセルフモニタリングを定期的に実施し、市に報

告することとします。
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第４ 受付窓口

場所   広島県廿日市市建設部下水道経営課 （担当：河崎）

住所   〒738-0033 広島県廿日市市串戸五丁目 10番 15号

電話   0829-32-5481

FAX   0829-31-2575

Ｅ-mail gesuido@city.hatsukaichi.lg.jp

廿日市市ホームページアドレス

http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/



様式４

令和 年 月 日

廿日市市長 様

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名 印

提案書

「廿日市市民間提案制度 募集要項」に基づき、次のとおり提案します。

※ 必要に応じて各枠の大きさを変更してください。

※ 様式中の注釈は、提案書作成時に削除してください。

※ 必要に応じて表や図を挿入し、簡潔にわかりやすい内容を記載してください。

※ 各項目の内容を補足する資料や、任意の別添資料を作成してもかまいません。

項 目 内 容

提案の名称

希望する実施期間 年 月 ～ 年 月

提案内容 ・市と事業者の関係や事業の実施体制、事業スキーム図等の説明

・市民サービス向上や行財政運営の効率性の向上等の説明 など

独自性 ・随意契約保証型の制度に合致すると考える理由や、固有ノウハウであることの説明など

収支計画

リスク分担

・実施期間中の収支計画表

・市に新たな財政負担が生じないことの説明や過度なリスクが生じないことの説明など

実現性・持続性 ・他での実績や事業者の安定性、市に大きな業務負担が生じないこと等の説明など

添付資料の有・無 有 ・ 無


